
議案第１２号 

 

和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２９年２月２１日 

 

提出者  あきる野市長 澤 井 敏 和      

 

提案理由 

菅生地区の公園緑地内において発生した、倒木事故による隣接地の車両６台に与えた損壊

被害について、相手方であるダイハツ東京販売株式会社と示談解決を図るため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、和解及び

損害賠償の額の決定について、議会の議決を求める。 

 

１ 和解及び損害賠償の相手方 

ダイハツ東京販売株式会社 

 

２ 事故発生日時 

平成２８年８月５日（金）午前１１時４０分 

 

３ 事故発生場所 

あきる野市菅生１２１４－３８ 

 

４ 事故の概要 

あきる野市が所有する菅生地区の公園緑地内の樹木１本が心材腐朽により倒れ、隣接地

に駐車していた車両６台を損壊させた。なお、当該隣接地は、市が造成した工業用地を事

業用借地権土地賃貸借契約によりダイハツ東京販売株式会社が車両整備、板金塗装及び車

両保管ヤードとして使用している。 

 

５ 和解の内容 

あきる野市は、１の相手方に対し、６の額の損害を賠償する。なお、本件賠償額の外、

あきる野市及び相手方の間には一切の債権債務関係がないことを確認し、今後、いかなる

事情が発生しても、双方とも異議の申し立てをしないことを確約する。  

 

６ 損害賠償金額 

４，３７８，２６１円 


